
妊娠届出 妊娠 8か月 産後 

寒河江市出産・子育て応援ギフト事業（プレママ応援ギフト・すこやか応援ギフト事業） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遡及適応者への対応 （対象となる方には順次案内通知を送付します。） 

対象者 支給内容 

１）令和４年４月１日から事業開始日までに出生したお子さんを養育されている方 

（妊娠届出の時期は問いません） 

手続き完了後に①プレママ応援ギフト・②すこやか応援ギフトを合わせて現金

10万円を一括支給 

２）令和４年４月１日から事業開始日までに妊娠届出をされた方でかつ事業開始日

時点で出産していない方 

手続き完了後に①プレママ応援ギフト現金 5万円を支給 

出産後手続き完了後に②すこやか応援ギフト現金 5万円を支給 

 

妊娠期から育児期にわたる切れ目のない相談支援 

妊娠届時 

面接・アンケート回答・相談 

妊娠 8か月前後 
アンケート回答 
（希望する方に面接・相談） 

乳児全戸訪問事業時  

面接・アンケート回答・相談 

 

すこやか応援ギフト支給 

（５万円） 

プレママ応援ギフト支給 

（5万円） 

すべての家庭が安心して出産・子育てができるよう、切れ目のない相談支援を行います。また、出産育児関連用品の購入や

子育て支援サービスの利用負担軽減等につながる経済的支援を一体的に実施します。 

【問い合わせ】寒河江市子育て推進課   
電話：0237-85-0916 もしくは 0237-85-0617 

対象者（事業開始日以降） 

① 妊娠届をされた方：プレママ応援ギフト支給 

→妊娠届出時に申請（申請は出産日前日まで可能） 

② 出生したこどもを養育されている方：すこやか応援ギフト支給 

→乳児全戸訪問事業時に申請（申請は生後４か月頃まで可能） 

 


